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11．低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

1．改正のポイント

（1）趣旨・背景

人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及
び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を
譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置を創設する。

（2）内容

個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、その年中の低
未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を上限として控除することができる。

（3）適用時期
以下の①又は②のいずれか遅い日から2022年（令和4年）12月31日までの間の譲渡について適用する。
① 土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行の日 ② 2020年（令和2年）7月1日

（4）影響

低未利用土地等の所有者に対し土地を売却するインセンティブが付与されることから、利活用されていない土地の売
買が促進されるものと見込まれる。

（5）対応策

売主にとっては譲渡後の土地の利用状況が本制度の適用の可否に影響を及ぼすため、土地売却の意思決定を行う
際に、買主を交えて本制度の適用可否を検討する必要がある。

（6）実務のポイント

① 低未利用土地等の定義、市区町村の長の確認方法及び本制度と他の特例措置との重複適用の可否等は大綱上で
明らかとされていないため、今後の情報を確認する必要がある。

② 都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得等する場合には、その
不動産の取得等に係る登録免許税及び不動産取得税について軽減措置の適用がある。
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出典 財務省資料（参考資料）

2．趣旨・背景
地方部を中心に全国的に空き地が増加している中、低額な不動産取引の課題として①想定よりも売却収入が低いこと、②相

対的に譲渡費用（測量費、解体費等）の負担が重いこと、③譲渡所得に対する税金の負担感が大きいことが挙げられている。そ
こで低未利用土地について売主の取引に対する負担感を軽減することで、土地の適切な利用管理を行う者への土地の譲渡を
促進し更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が当該土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設される。
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3．改正の内容

（1）内容
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等（注1）を譲渡した場合において、下記（2）の要件を満たすときは、その年中の

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除（注2）することができる（住民税についても同様）。
（注1）低未利用土地又はその土地の上に存する権利をいう
（注2）長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額を控除

11-3 （所得・住民税：低未利用土地等に係る譲渡所得）

項目 内容

市区町村の長の確認 低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと

所有期間 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること

譲渡の相手方 売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者に対する譲渡でないこと

譲渡対価 譲渡対価の額が500万円以下であること（低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む）

前年以前の適用
の有無

適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又は前々年
にこの制度の適用を受けていないこと

（2）適用要件

4．適用時期
以下の（1）又は（2）のいずれか遅い日から2022年（令和4年）12月31日までの間の譲渡について適用する。
（1） 土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行の日 （2） 2020年（令和2年）7月1日

5．実務のポイント
（1）低未利用土地等の定義、低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用に関する市区町村の長の確認方法

について、今後の情報を確認する必要がある。
（2）本制度の適用にあたり、各種特例との重複適用の可否、共有の場合の譲渡対価の額の判定方法及び確定申告時におい

て適用要件を満たすことを証明する書類の添付の要否を確認する必要がある。
（3）都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき一定の土地又は建物等を取得等する場合

には、その取得等に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置の適用がある。
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6．参考 都市計画区域
本制度は都市計画区域内の低未利用土地等に対する特例制度であるが、都市計画法において都道府県は一体の都市として

総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域として都市計画区域を指定できることとされている。なお、我が国の都市
計画区域の面積は国土面積の1/4超を占め、総人口の約95％が居住している。

7．参考 都市再生特別措置法に

おける低未利用土地

都市再生特別措置法では低未利用土
地を「居住の用、業務の用その他の用途
に供されておらず、又はその利用の程度
がその周辺の地域における同一の用途若
しくはこれに類する用途に供されている土
地の利用の程度に比し著しく劣っていると
認められる土地」と定めている。

なお、租税特別措置法及び地方税法に
おいては都市再生特別措置法による低未
利用土地権利設定等促進計画に基づき、
一定の土地又は建物等の所有権の移転
等の登記に係る登録免許税及び土地の取
得に係る不動産取得税の軽減措置が設け
られている。

出典 国土交通省都市局都市計画課
「都市のスポンジ化対策 活用スタディ集」
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＜国土の区分＞

都市計画区域

市街化区域 既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域

非線引き都市計画区域 市街化区域と市街化調整区域の区域区分が定められていない区域

都市計画区域外


